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三田市条例第  号 

 

三田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 三田市手数料条例（昭和５１年三田市条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第７７号カ中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００円」に、「１，

４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に、「１，５９０，０００円」を「１，

９２０，０００円」に、「１，９５０，０００円」を「２，３６０，０００円」に、

「２，２７０，０００円」を「２，７４０，０００円」に、「４，５５０，０００円」

を「５，６４０，０００円」に、「５，８２０，０００円」を「７，２４０，０００

円」に、「７，０７０，０００円」を「８，７９０，０００円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の三田市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日

以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、

なお従前の例による。 


